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課税処分に不服があって争う場合、一定期間内に不

服申立てを行う必要があり（原則として、異議申立て、

審査請求という２段階の不服申立て）、これらを経な

ければ訴訟を行うことができない制度となっています

（これを不服申立前置主義といいます）。 

しかし、このように避けることのできない不服申立

てでありながらも、審査請求の調査・審理にあたる国

税審判官の経験では、税理士や弁護士の専門家であっ

ても、どのような手続きで行われているのか、どのよ

うな点に留意すればよいかなどを十分に理解されてい

ないことが多いように感じました。 

そこで、本稿では、まず、不服申立て及び訴訟の概

要、異議申立ての現状等を概観した上で、審査請求の

調査・審理に携わった経験から、納税者において、有

利な結論を得るために留意しておくべき点をご紹介さ

せていただきます。 

 

１ 不服申立て及び訴訟の概要 

不服申立て及び訴訟の概要は次のとおりです（国税

庁ホームページより抜粋）。 

（１）異議申立て 

   異議申立て件数については、平成２３年度が３，

８０３件、平成２４年度が３，４２４件です。 

   異議申立ての処理状況については、平成２３年度

が４，５１１件処理のうち、認容が３７５件（一部

認容が３３１件、全部認容が４４件）の８．３％の

認容率、平成２４年度が３，２８６件処理のうち、

認容が３２５件（一部認容が２６０件、全部認容が

６５件）の９．９％の認容率となっています。 

（２）審査請求 

   審査請求件数については、平成２３年度が３，５

８１件、平成２４年度が３，５９８件です。 

審査請求の処理状況については、平成２３年度が 

２，９６７件処理のうち、認容が４０４件（一部 

認容２８５件、全部認容が１１９件）の１３．６ 

％の認容率、平成２４年度は、２，７８８件処理

のうち、認容が４５１件（一部認容が３０１件、全

部認容が１５０件）の１２．５％の認容率となって

います。 

（３）訴訟 

訴訟の発生状況については、平成２３年度が３９

１件、平成２４年度が３４０件です。 

訴訟の終結状況については、平成２３年度は３８

０件終結のうち、認容１が５１件（一部認容が２０

件、全部認容が３１件）の１３．４％の認容率と、

平成２４年度は３８３件終結のうち、２４件（一部

認容が１０件、全部認容が１４件）の６．３％の認

容率となっています。 

２ 異議申立ての現状 

  異議申立ての特徴としては、前述のとおり、異議申

立ての認容率が一定あることや、具体的な担当者が、

税務調査の段階と異なり、調査担当者ではなく審理担

当者となることが挙げられます。 

しかし、異議申立ては、いわば原処分庁自身による

再調査で、最終的な決裁権者は、税務署長等で課税処

分と同じであることや、一定の重要な事案については、

処分の判断が審理担当者も交えたなかで決定されてい

るようであることから、税額が大きいなどの重要事案

では、よほどの事実の見落とし等がない限り、認容、

すなわち、処分が取り消される可能性は低いのが現状

かと思われます。 

３ 審査請求の特徴 

  審査請求の認容率は、前述のとおり、十数％で推移

しています。これを多いとみるかどうかは評価が分か

れますが、異議申立てで一定の認容率がある中での数

字ですので、それほど低いとは考えていません。 

審査請求は、異議申立てと異なり、国税不服審判所

という第三者的機関において調査・審理が行われます。

特に現在では、審査請求の調査・審理にあたる国税審

判官の約半数が特定任期付職員という外部採用の専門

国税の課税処分に係る審査請求の留意点等 

タックス・ロー・ニューズレター   Ｖｏｌ．１ 
 

2013 年 2月 

 

http://www.kitahama.or.jp/lawyers/detail.php?contents_id=SYO20131105000000085
http://www.kitahama.or.jp/lawyers/detail.php?contents_id=SYO20131105000000090
http://www.kitahama.or.jp/
mailto:newsletter@kitahama.or.jp


 

- 2 - 

当事務所では、税務に関するスキーム検討、税務調査対応、税務争訟（異議申立て、審査請求及び税務訴訟）対応等の業務
を積極的に行っております。本ニューズレターは、これらの業務に携わっている当事務所所属の弁護士が執筆者となり、税務
分野に関する情報を発信するものです。皆様の日々の業務に、ぜひご活用下さい。 

家の職員で構成されていますので、従来よりも公平な

判断が期待できる環境になっています。 

民事裁判との比較で特徴的な点は、①担当審判官に

よる職権調査ができること、②課税庁が任意提出した

証拠も納税者が当然見ることができるわけではなく、

別途閲覧請求をする必要があること、③課税処分の全

部が裁決によって取り消されても、課税庁は訴訟提起

できない、つまり、その取消しの時点で確定すること

が挙げられます。なお、現在、行政不服審査法の見直

しの検討が進められており２、今後、国税不服申立手

続も、証拠閲覧や対審的な審理構造の導入などの点で

見直される可能性があります３。 

また、国税不服審判所では、審査請求の１年以内の

処理件数割合を業績指標の一つとしているため、よほ

どのことがない限り、１年以内に裁決が出されるとい

う運用がなされています。したがって、納税者側とし

ては、この運用を前提に計画的に主張・立証を行う必

要があります。 

４ 審査請求における留意点 

（１）税務調査及び異議申立てとの関係から 

税務調査や異議申立てで収集された証拠は、審査

請求に引き継がれる制度とはなっていません。つま

り、一定の証拠が課税庁から任意提出されますが

（課税庁に対する職権調査が行われる場合もありま

すが）、全てが提出されるわけではありません。し

たがって、納税者が有利と考える証拠は、積極的か

つ早期に提出しておくべきです。 

（２）職権調査 

前述のとおり、担当審判官による職権調査ができ

ます（国税通則法９７条１項）。これは、課税庁に

対しても、それ以外の第三者に対しても行い得るも

ので、税務調査と遜色のない権限です。納税者では

得られない資料でも、この職権調査で得られる可能

性がありますので、納税者側から職権調査の申立て

を行うという選択もあります。この申立ては職権発

動を促すものと解されていますが、審理を行うため

必要があるのに、職権調査を行わないときは、これ

が裁決の取消理由となる可能性がありますので、担

当審判官としても、そのような観点から、職権調査

を行うとの判断に至るのが通常と思われます。ただ

し、（３）のとおり、閲覧請求の対象とはなりませ

んのでご注意ください。 

（３）閲覧請求 

前述のとおり、課税庁が任意提出した証拠につい

て、別途、閲覧請求をする必要があります（国税通

則法９５条２項）。現状、担当審判官が職権で収集

した証拠は閲覧請求の対象とはなりません。第三者

の利益を害するおそれがあると認めるときには、そ

の書類等の全部又は一部の閲覧が認められないこと

になりますが、事実の存否が争点の事案では、原処

分がどのような証拠に基づいて事実認定を行ったの

かを見ておくことは極めて重要です。閲覧請求によ

って得た情報が主張・立証を行う上でのよりどころ

となる場合もあります。 

（４）行政庁の最終判断 

審査請求は、訴訟に至る前段階という程度に捉え

られがちですが、前述のとおり、第三者的機関で行

われ、ここで課税処分が取り消されれば、課税庁は

争うことができず、その時点で確定しますから、対

応に万全を尽くす意味は十分にあります。 

５ その他の留意点 

課税処分においては、課税庁に立証責任が基本的に

ありますが、納税者側の証拠不足によって、有利な結

論が得られないケースが相当数あると思われます。 

特に税額を減少させる処理の場合は、税務調査が厳

しくなることが予想されますし、中には納税者に立証

責任があるとされる処理もありますので、税務調査又

は不服申立て等でも耐えられる資料が整えられている

かどうかを十分にご検討ください。 

また、一旦課税処分まで至ると、課税庁独自の判断

でこれを取り消すことは非常に困難ですが、税務調査

の段階では、調査担当者に対し、事実認定（証拠の有

無やその評価）や法的構成などについて、しっかりと

説明し、議論を戦わせることができれば、課税処分を

阻止できたり、一部の課税処分に留められたりする可

能性が十分にあります（一般的に、税務調査の段階で

なければ、和解的解決はできないと言われています）。

原処分庁にいわば見落としがあって課税処分が取り消

されるケースは、そのような説明・議論が不足してい

るのではないかと感じています。結果的に、不服申立

てや訴訟の段階で取り消されるとしても、その不服申

立て等に相当な時間と労力、コストを要することにな

りますので、税務調査の段階からの十分な対応をお勧

めします。 

                                                           
１  原典では国側から見て敗訴と表現されている。 

２  総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-

news/01gyokan04_02000014.html） 

３  平成２６年度税制改正の大綱(平成２５年１２月２４日閣議決定)に
もその旨言及されています。そのほか、直接審査請求ができることと
することや不服申立期間の延長などについても言及されています。
(http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/26taikou_mok
uji.html) 
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